
  

一 

令和 8 年 6 月 9 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１４１５０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

中
型
ま
き
網
漁
業
の
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

 
 

 

一 

○ 

都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

道
路
の
供
用
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
四
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
七
年

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
五
号
□
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
□
で
指
定

し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

佐
倉
市
石
川
字
熊
野
堂
五
九
一
番
一
一
の
一
部
□
太
田
字
熊
ノ
堂
二
□
〇

〇
八
番
一
一
の
一
部
及
び
六
崎
字
熊
野
堂
一
□
六
二
一
番
五
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
五
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
き
□
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す

べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

そ
の
一 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

中
型
ま
き
網
漁
業
□
一
そ
う
ま
き
□ 

 
 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 
 

五
ト
ン
以
上
二
の
期
間
に
お
い
て
交
付
さ
れ
て
い
る
許
可
証
又
は
認
可
を
通
知
す
る
書
面
に
記

載
さ
れ
て
い
る
総
ト
ン
数
以
下
□
た
だ
し
□
二
の
期
間
に
お
い
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
有
し

な
い
場
合
は
□
五
ト
ン
以
上
四
十
ト
ン
□
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
以
東
の
千
葉
県
海
面

に
あ
□
て
は
□
十
五
ト
ン
□
未
満
の
範
囲
で
□
従
前
の
合
計
許
認
可
総
ト
ン
数
□
中
型
ま
き
網
漁

業
□
一
そ
う
ま
き
及
び
二
そ
う
ま
き
□
の
合
計
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
超
え
な
い
合
計
許
認

可
総
ト
ン
数
と
な
る
総
ト
ン
数
以
下
□ 

 
 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 
 

定
め
な
し 

 
 

４ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

周
年 

 
 

５ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
又
は
起

業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶

等
の
数 

銚
子
市
地
先
か
ら
富
津
市
富
津
岬
突
端
□
北

緯
三
十
五
度
十
八
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十

九
度
四
十
七
分
五
秒
の
点
□
□
第
一
海
堡
中

心
点
□
北
緯
三
十
五
度
十
八
分
五
十
四
秒
東

経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
八
秒
の
点
□
□
第

二
海
堡
中
心
点
□
北
緯
三
十
五
度
十
八
分
四

十
三
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分
三
十
一

秒
の
点
□
□
北
緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒

東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分
十
三
秒
の
点
及

び
神
奈
川
県
横
須
賀
市
観
音
埼
灯
台
中
心
点

を
順
次
結
ん
だ
線
に
至
る
間
の
千
葉
県
海
面 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地

□
漁
船
法
施
行
規
則
□
昭

和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

九
十
五
号
□
第
一
条
第
九

項
に
規
定
す
る
主
た
る
根

拠
地
を
い
う
□
以
下
同

じ
□
□
が
銚
子
市
か
ら
富

津
市
ま
で
の
区
域
に
あ
る

者 

四
隻 

館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
三
浦

市
城
ケ
島
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の

千
葉
県
海
面 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地

が
館
山
市
か
ら
浦
安
市
ま

で
の
区
域
に
あ
る
者 

四
隻 

南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
か
ら
富
津 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有 

一
隻 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

6 

月

9

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１５０号 令和 8 年 6 月 9 日 (火曜日) 
 

 
 

市
富
津
岬
突
端
□
北
緯
三
十
五
度
十
八
分
四

十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
七
分
五
秒
の

点
□
□
第
一
海
堡
中
心
点
□
北
緯
三
十
五
度

十
八
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
六

分
八
秒
の
点
□
□
第
二
海
堡
中
心
点
□
北
緯

三
十
五
度
十
八
分
四
十
三
秒
東
経
百
三
十
九

度
四
十
四
分
三
十
一
秒
の
点
□
□
北
緯
三
十

五
度
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十

四
分
十
三
秒
の
点
及
び
神
奈
川
県
横
須
賀
市

観
音
埼
灯
台
中
心
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
至

る
間
の
千
葉
県
海
面 

し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地

が
銚
子
市
か
ら
富
津
市
ま

で
の
区
域
に
あ
る
者 

 

 

そ
の
二 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

中
型
ま
き
網
漁
業
□
二
そ
う
ま
き
□ 

 
 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 
 

五
ト
ン
以
上
二
の
期
間
に
お
い
て
交
付
さ
れ
て
い
る
許
可
証
又
は
認
可
を
通
知
す
る
書
面
に
記

載
さ
れ
て
い
る
総
ト
ン
数
以
下
□
た
だ
し
□
二
の
期
間
に
お
い
て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
有
し

な
い
場
合
は
□
五
ト
ン
以
上
四
十
ト
ン
□
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
以
東
の
千
葉
県
海
面

に
あ
□
て
は
□
十
五
ト
ン
□
未
満
の
範
囲
で
□
従
前
の
合
計
許
認
可
総
ト
ン
数
を
超
え
な
い
合
計

許
認
可
総
ト
ン
数
と
な
る
総
ト
ン
数
以
下
□ 

 
 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 
 

定
め
な
し 

 
 

４ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

周
年 

 
 

５ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
又
は
起

業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶

等
の
数 

銚
子
市
地
先
か
ら
富
津
市
富
津
岬
突
端
□
北

緯
三
十
五
度
十
八
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十

九
度
四
十
七
分
五
秒
の
点
□
□
第
一
海
堡
中

心
点
□
北
緯
三
十
五
度
十
八
分
五
十
四
秒
東

経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
八
秒
の
点
□
□
第

二
海
堡
中
心
点
□
北
緯
三
十
五
度
十
八
分
四

十
三
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分
三
十
一 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地

が
銚
子
市
か
ら
富
津
市
ま

で
の
区
域
に
あ
る
者 

三
十
二
隻 

 
 

 

 
 

 

秒
の
点
□
□
北
緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒

東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分
十
三
秒
の
点
及

び
神
奈
川
県
横
須
賀
市
観
音
埼
灯
台
中
心
点

を
順
次
結
ん
だ
線
に
至
る
間
の
千
葉
県
海
面 

 
 

館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
三
浦

市
城
ケ
島
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の

千
葉
県
海
面 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地

が
館
山
市
か
ら
浦
安
市
ま

で
の
区
域
に
あ
る
者 

十
隻 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日
か
ら
七
月
八
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
船
橋
都
市
計
画

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

船
橋
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

船
橋
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
七
号
南
本
町
馬
込
町
線
ほ
か
二
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

船
橋
市
南
本
町
□
湊
町
二
丁
目
□
海
神
一
丁
目
並
び
に
本
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
地

内 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
七
号 

 
道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
六
月
九

日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

六
月
九
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 
名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
千
葉
茂
原
線 

長
生
郡
長
柄
町
六
地
蔵
字
勝
古
沢
二
一
八
番
一
〇
地
先
か
ら
二
一 

 
 



  

三 
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八
番
一
地
先
ま
で 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

                   

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

６
月

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

６
月

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

６
月

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人
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購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


